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第１章 総則 

 

第１条 （計画の目的） 

フジトランスポート株式会社防災業務計画～災害対策基本法に基づく緊急物資輸送に関

して～（以下、「本計画」という。）は、フジトランスポート株式会社（以下、「当社」とい

う。）が、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づき、非常災害に対処するた

め、防災に関する必要な体制を確立し、防災業務を的確かつ迅速に実施することを目的とす

る。 

 

第２条 （基本方針） 

当社は本計画の実施にあたり、指定行政機関、指定地方行政機関、指定地方公共団体等（以

下、「関係機関等」という。）との緊密な連絡調整のもと、相互に連携を図りながら、災害対

策を遂行するものとする。 

 

第２章 防災体制の確立 

 

第３条 （災害対策本部の設置） 

防災対策を的確かつ迅速に実施するため、当社は必要に応じ、災害対策本部を本社に置く。 

 

第４条 （災害対策本部の構成員及び職務） 

災害対策本部の構成員及びその職務は次のとおりとする。 

(1) 本部長： 管理本部長を本部長とし、本部長は災害対策本部を総括する。ただし、本

部長が執務することができない場合は次号に定める副本部長が執務を代行する。 

(2) 副本部長： 各部の部長を副本部長とし、本部長を補佐する。 

(3) 本部員： 本部長及び副部長が任命するものとし、対策本部の運営を行う。 

 

第５条 （災害対策本部の業務） 

災害対策本部は、次の業務を行う。 

(1) 政府からの要請に基づく緊急物資輸送の手配を行うこと。 

(2) 緊急物資輸送を行うに必要な情報を関係機関等から収集し、緊急物資輸送を依頼す

る指定公共機関等に対し、的確かつ迅速に安全に関する情報を提供すること。 

(3) その他、防災対策に関し必要とされる業務を行うこと。 
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第６条 （災害対策本部の組織運営等） 

１ 本部長は、災害の状況に応じて、災害対策本部の組織、分掌並びに要員の配置を定める。 

２ 災害対策本部は、災害が復旧しその使命を完了したときに、本部長が解散する。 

 

第３章 災害予防に関する事項 

 

第７条 （本社社屋の防災機能の向上） 

大規模災害の発生時において、本社社屋及び主要支店社屋が応急対策の中枢拠点として

の機能を果たし得るよう、社屋の防災機能の向上等を目指して、以下のような措置を講じる。 

(1) 本社社屋、主要支店社屋の耐災害性の強化、備品の転倒防止対策の充実、非常用発電

機及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等生活必需品の適切な備蓄及び調達体制の

整備等に努める。また、従業員、来訪者等の生命、身体の安全を確保するため、社屋

が被災した場合に備えて、避難路の確保、避難誘導マニュアルの整備等を図る。 

(2) 本社、主要支店等に係る通信システムについて、資機材の耐震固定、アンテナ・ケー

ブルの耐災害性の確保、非常用発電機及び燃料の確保等を図る。また、当社の保有す

るコンピューターシステムについて、バックアップ体制の充実、記録媒体の多重化等

に努める。 

(3) 当社を統括する中枢としての機能を有する本社社屋が、被災し使用できなくなった

場合に備えて、代替施設の確保等について検討する。 

 

第８条 （関係機関等との連携） 

当社は、国が作成した防災基本計画等を踏まえ、平時から国をはじめとする関係機関等と

の緊密な連携体制を整備する。 

 

第９条 （通信手段の確保・整備） 

当社は、災害時において、関係機関等及び当社社員との間における情報伝達手段を確保す

るため、携帯電話及び衛星携帯電話等の移動通信機器の充実に努める。また、重要回線の専

用線化、高度化、衛生通信・無線通信の活用を含めた多重化等について検討する。 

 

第１０条 （防災教育・訓練の実施） 

１ 防災訓練は、非常時に際し、社員が組織的、機動的に災害応急対策の作業に従事出来る

ようにするばかりでなく、防災思想の普及徹底のための各店所ごとに警戒、消火、退避

等について定期的、具体的に実施しなくてはならない。なお、必要に応じ消防機関の関

係者を招き、専門的な事項の習得に努める。 

２ 防災器具の点検は、危険の予防、改善のため定期的に行い、改善の必要がある場合は、
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遅滞なく処理し、施設並びに社員の恒久的安全性を確保する。 

３ 防災教育・訓練の実施に関しては、職務分掌規程に定められた部門が適宜担当する。 

 

第４章 災害応急対策に関する事項 

 

第１１条 （災害応急対策の重点） 

災害が発生し、または発生するおそれがある場合には災害の拡大を防止し、または災害の

発生を防止するための物資の緊急輸送を実施する。 

 

第１２条 （災害に関する情報の収集） 

前項の施策を円滑に実施するため、関係機関等との情報の交換を密接にする。通信経路の

確保については、すべてに優先して努力し、早期復旧を図る。 

 

第１３条 （災害発生時の連絡） 

災害発生時は、被災地に隣接する支店及び営業所を通信拠点とする。当該支店及び営業所

は、被災地、本社、その他の関係個所との連絡にあたる。 

 

第１４条 （人員把握及び動員計画） 

各支店及び営業所は、復旧業務の円滑を図るため、出勤可能人員を把握し、災害対策本部

の指示に従い出勤計画をたてる。 

 

第１５条 （緊急輸送計画） 

社会経済活動の早期回復のため、関係機関等と連絡をとり、緊急輸送計画を把握し、優先

取扱の処置をする。このため緊急輸送の性質上、仕向先、輸送方法の選定、輸送要請量を詳

細に検討し適切に任務を遂行しなくてはならない。 

 

第５章 災害復旧に関する事項 

 

第１６条 （災害復旧の実施の基本方針） 

災害に伴う社会経済活動を早急に回復し、再び同様の災害を被ることのないよう、関係行

政機関が行う復旧事業等を考慮して、迅速かつ適切な災害復旧を実施するものとする。 

 

第１７条 （災害復旧計画及び実施） 

災害の復旧については、応急工事の終了後はすみやかに、復旧計画をたて、これを実施す
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るものとする。また、本復旧計画の実施にあたっては、被害原因の調査分析の結果に基づく

必要な改良事項を考慮して、その適正を期するものとする。 

 

第６章 計画の修正 

 

第１８条 （計画の修正） 

本計画は、災害対策基本法第３９条その他関係する法令の規定に基づき、定期的に見直しを

加え、必要に応じ修正するものとする。 

 

 

附 則 

 

(主管部署) 

本計画の主管部署は、創夢部とする。 

 

(施行期日) 

施行：2020年 7月 1日 新設 

改訂：2024年 8月 1日 社名変更、副題追加、防災関連規程との整合性 


